
 

【4 月分及び 5 月分の使用量算定方法】 

4 月 

推定使用量 

2024 年 3 月使用量×0.9※（小数点第 1 位で切り捨て） 

2024 年 3 月ガス使用量（実績）が 0 ㎥または弊社とご契約後、4 月に初めて検針を行う

お客さまは、4 月推定使用量は 0 ㎥となります。 

※3 月より使用量が減少する傾向を踏まえ、導管事業者にて係数を 0.9 と設定しています。 

5 月使用量 

パターン A 

5 月検針指示(➁)から 3 月検針(①)を差し引いた値から、4 月推定使用量(③)を差し引い

た値を 5 月使用量(④)といたします。 

 

例）3 月使用量 15 ㎥、3 月検針指示 0105、5 月検針指示 0125 の場合 

 

「まるっとガス取次約款 【基本約款】 16.使用量の算定（4）」に基づく算定となります。 

5 月使用量 

パターン B 

パターンＡの計算の結果、5 月使用量(④)がマイナスとなる場合は、以下の手順で算定を

行います。 

1. 5 月検針指示(➁)から、3 月検針(①)を差し引いた値に、1/2（50％）を乗じた値（小

数点第 1 位で切り上げ）を 5 月使用量(⑤)とします。 

2. 5 月検針指示(➁)から、3 月検針(①)を差し引いた値から 5 月使用量(⑤)を差し引い

た値を、訂正後の 4 月推定使用量といたします。なおこの場合は、4 月推定使用量

に基づく料金は再計算を行い、過大となっていた料金は(③)2024 年 7 月分以降の料

金にて精算※いたします。 

※2024 年 7 月分のご請求までにガス需給契約を解約された場合は、解約日までの料

金にて精算いたします。 

 

例）3 月使用量 15 ㎥、3 月検針指示 0105、5 月検針指示 0115 の場合 

 

「まるっとガス取次約款 【基本約款】 16.使用量の算定（5）」に基づく算定となります。 

 


